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ご自宅からお手持ちのスマホで県税の納税ができます!! 
 

平成３０年７月から、お手持ちのスマートフォン・タブレット端末から決済アプリ「ＰａｙＢ（ペ

イビー）」を使って、事前に登録した銀行口座から即座に滋賀県の税金を納めることが可能になり

ました。 

銀行やコンビニ等へ支払いに行く手間が省け、「いつでも・どこでも・簡単に」納税することが

できますので、ぜひご利用ください。 

 

○ ご利用を想定している主な税目 
  自動車税、個人事業税、不動産取得税 
 （コンビニ収納用バーコードが印刷されている納付書で利用できます。） 
 

○ ＰａｙＢを利用可能な金融機関 

  滋賀銀行、みずほ銀行、りそな銀行、イオン銀行、ゆうちょ銀行ほか 

  （詳細については、裏面をご覧ください。） 

 

○ 利用料 

  アプリの利用は無料ですが、通信にかかるパケット代は利用者の負担となります。 

 
○  PayB の利用方法（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  滋賀県 HP のご紹介 

 利用にあたっての注意事項など、その他詳細を記載した HP を作成していますので、ぜひご覧

ください。 

 HP アドレス 【http://www.pref.shiga.lg.jp/b/zeimu/payb-syunou.html】 
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（参考）ＰａｙＢを利用可能な金融機関一覧 

 

（現在利用可能な金融機関） 

じぶん銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、イオン銀行、伊予銀行、大垣共立銀行、鹿児島銀行、滋

賀銀行、ジャパンネット銀行、十六銀行、南都銀行、肥後銀行、百五銀行、広島銀行、宮崎銀行、

武蔵野銀行、山形銀行、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿

大阪銀行 （２３行） 

 

【平成 30 年７月から利用開始予定の金融機関】 

大分銀行 

 

【平成 30 年１０月から利用開始予定の金融機関】 

紀陽銀行 

 

【平成 30 年下期から利用開始予定の金融機関】 

しんきん情報サービスの提携信用金庫（東京・沖縄および関東・甲信越の全７３の信用金庫） 

 

【平成 3１年２月から利用開始予定の金融機関】 

佐賀銀行 

 

 ※利用可能な金融機関は順次拡大される予定です。 


